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ISHIKAWA NPO REPORT

○活動のきっかけ
　近年、家の中での遊びが増え、子どもが外で遊ぶことが少なくなっているように感じます。また外で遊んで

いる子どもを見ても、ポータブルゲームなどで遊んでおり、自然の中での遊び方・遊びの種類を知らない子ど

もが多いのではないかと思います。家の中だけやゲームをするだけでは自然や季節感を感じることもできず、

また上級生をはじめとした異なる学年の人との社会的ルールを遊びの中から身につけることができません。

そんな子ども達に「自然とふれあい大切にする力」、「仲間と協力することのすばらしさ」を自らの力で発見し

てもらうことを目的として活動しています。

○活動内容
　「自然とふれあい大切にする力」、「仲間と協力することのすばらしさ」

を自ら発見してもらうために、学生ノートックのキャンプでは、学校や

学年、性別が異なるグループを作り、大自然の中で力を合わせて活動し

ています。また、各グループには大学生のリーダーがつき、子どもたちの

良き「お兄さん」「お姉さん」となりいっしょに生活します。子どもたちに

とって、初めて会う仲間たちとの生活では困ること、意見が合わず思い

通りにならないことがあると思います。しかし、自分達で努力し、協力してできたことはとても嬉しく、一生の

思い出に残るものとなるでしょう。野外活動をはじめ、キャンプファイヤーや野外炊飯などの普段味わうこと

のできない「ドキドキわくわく」を子ども自身が体験してほしいと考えています。

○今後の展望
　「学生ノートック」は平成19年5月18日の設立し、今年で8年目を迎えます。この8年間で宿泊体験を計12回、さ

らに餅つきやパン作りなどの様々な活動を行ってきました。今後は今まで以上に子どもたちが「自然とふれあ

い大切にする力」、「仲間と協力することのすばらしさ」に

ついてより一層、自ら発見してもらえるような企画作り

をしていきたいです。

○読者のメッセージ
　私たちは学生だけで企画作りから運営、実行まで行っ

ている団体です。学生だからこそ伝えられる楽しさ！学

生だからこそできる企画！を目指して、これからも進化

していきたいと思います。今後も学生ノートックは様々

な活動を行っていくので、たくさんの子どもたちの参加

をお待ちしております。

学生ノートック
代表：端　祥吾
TEL：080-4250-4324
e-mail:gakusei@no-tokku.org　ホームページ：http://www.no-tokku.org
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NPO法人 消費者支援ネットワークいしかわ
理事長　橋本明夫

ちょっと気になる、いしかわのNPO
vol.39

理事長　橋本明夫理事長　橋本明夫理事長　橋本明夫

北陸初の適格消
費者団体を目指

して

　私達は日々さまざまな商品を購入し、何らかのサー

ビスを利用して生活をしています。近年、消費者のく

らしやライフスタイル、意識が大きく変化し、商品や

サービスが多様化する中で、消費者トラブルも商品か

ら契約・サービス・ＩＴなど多分野に広がり、事業者と

消費者の情報の格差や手口の巧妙化によって被害が

深刻化しています。これらの被害に対しては、消費生

活相談等による個別救済だけでは被害の拡大を防ぐ

ことが難しいため、事業者の不当行為自体を抑止する

ことが必要です。

　2006年の「消費者契約法」改正で、消費者に代わって

事業者の不当な行為を差止請求する「消費者団体訴訟

制度」が定められました。全国では内閣総理大臣より

認定を受けた11の適格消費者団体が活動しています

が、北陸地域は空白地域となっています。

　また、2012年に施行された「消費者教育推進法」では

個人が消費者・生活者として、社会の発展と改善に積

極的に参加する「消費者市民社会」への転換が求めら

れており、消費者が自主的かつ合理的に行動できるよ

う年齢に応じ、さまざまな場において、消費者教育を

総合的かつ一体的に推進していく必要があります。

　そのため、昨年12月に、消費者団体、法律の専門家、消

費生活相談員、学識者などが集まって、北陸で初めて

「適格消費者団体」を目指す新たなネットワーク組織を

設立し、今年4月1日にNPO法人の登記を完了しました。

　現在、消費生

活相談員による

日曜電話相談、

県内の自治体と

連携して開催す

る弁護士・司法

書士による個別

法律相談会のほ

か、消費者から

の情報を基に事

業者への問い合

わせや業務是正

の申し入れなど

の「消費者トラ

ブルを防ぐ活

動」と、消費者フ

ォーラムや消費

者力アップセミ

ナー、消費者力検定、世代に応じた消費者教育プログ

ラムの出前講座など「消費者教育を普及する活動」を

行っています。

　あなたやあなたのまわりの人が受けた消費者ト

ラブルや、DM・チラシ・テレビ等のコマーシャル、契

約書・約款などで疑問に思ったことをお知らせくだ

さい。みなさんから寄せられる情報で消費者トラブ

ルの拡大を防ぐことができます。

　また、一緒に活動してくれる仲間も

募集しています。みなさんのアイデア

やニーズで活発な運動を展開してい

きたいと思っています。

設立のきっかけ

みなさんからの声が大きな力に

差止請求事例集解説セミナー

消費者教育プログラム作成講座

〒920-0362　金沢市古府2丁目189番（石川県生協連内）

ＴＥＬ：076-259-5962　ＦＡＸ：076-259-5963

URL http://csnet-ishikawa.com/

E-mail: info@csnet-ishikawa.com

NPO法人　消費者支援ネットワークいしかわ

■データ■

活動の2つの柱
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I N F O R M A T I O N県からのお知らせ

石川県NPO活動支援センター　あいむ
〒920-0961　金沢市香林坊２丁目4番30号 香林坊ラモーダ 7階　　
TEL:076-223-9558　 FAX:076-223-9559
E-mail：npo@pref.ishikawa.lg.jp 

●助成対象事業

●助成対象経費

【お申し込み・お問い合わせ】

ボランティアに関する講習会等助成事業

第16回石川県バリアフリー社会推進賞

1. 県内のボランティアグループ等が主催するもの。  
2. ボランティア精神の普及や団体等におけるボランティア活動の充実、発展に寄与するもの。
3.10人以上の参加者が見込まれるもの。
4. 参加者から参加費を徴収しないもの。徴収するものであっても、その金額が必要最小限と認められるもの。
5. 政治活動や宗教活動を目的としないもの。 
6. 不当な参加資格を設けていないもの。
7. この助成事業について他の団体等からの助成を受けていないもの。

●目　　的

●募集部門

●応募締切　平成26年8月29日（金）

県民の皆様にバリアフリー社会づくりについて、より一層の関心を持っていただくために県内で先駆
的、模範的なバリアフリー社会づくりへの取組や活動を行っている個人や団体を表彰しています。

「活動部門」、「福祉用具部門」、「施設部門」（各部門において最優秀賞、優秀賞、奨励賞を決定）

経費講習会等において指導等を行う外部講師の謝金及び交通費とし、助成金の総額は５万円以内（年度内1回限り）

助成金・表彰情報

【お問い合わせ】

【お問い合わせ】

（公財 )石川県県民ボランティアセンター　
〒920-0961　金沢市香林坊２丁目4番30号   香林坊ラモーダ　7階
TEL:076-223-9558　FAX:076-223-9559
☆詳細はこちら⇒http://www.ishikawa-npo.jp/volunteer/koushu.htm

石川県健康福祉部厚生政策課地域福祉グループ
〒920-8580　金沢市鞍月1丁目1番地
TEL:076-225-1419　FAX:076-225-1409
E-mail:kousei@pref.ishikawa.lg.jp
☆詳細はこちら⇒http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kousei/bariafree-hyousyou.html

【利用できる方】
【展 示 期 間】
【展 示 内 容】
【パネルの利用】

 県内で活躍されているNPO・ボランティア団体
 原則２週間  (各団体で展示作業を行ってください。)
 NPO・ボランティア活動の広報及び周知に関する内容のもの
 あいむにあるパネルを最大５枚まで利用することができます。
 ☆パネルの大きさ ： A1サイズ 594mm×841mm

パネル展示コーナーで
日ごろの活動をアピールしてみませんか？

石川県NPO活動支援センター あいむ内に、ボランティア活動を行っているみなさんの活動内容をパネルやポス
ター、写真などで紹介する『パネル展示コーナー』を設けました。


